
　現役時代から老後までの長期間には、予測不可能なことがいろいろあります。

国民年金などの公的年金は、誰にとってもやがて訪れる老後の生活保障の不確

定要因を解消する第一の方法です。 

 
 

　長い老後生活の保障を、自分の子どもに頼るだけでは万全とは言えません。貯

蓄などで備えることも大切ですが、将来の社会経済がどうなっているか、どれくら

いの備えが必要なのかは、誰にも分かりません。 

　このような老後の生活を、社会全体で支える仕組みが国民年金などの公的年金制度です。しかも、国民年金は老齢

年金だけではなく、病気やけがで障害が残り、働けなくなったときの障害年金や、万一亡くなられたときの遺族年金（子ど

もがいる場合）もあります。 

 

 

　国民生活基礎調査によれば、平成１７年の高齢者世帯の年間所得は３，０１９，０００円でそのうち「公的年金・恩給」が２，

１１９，０００円「仕送りなど」が１７２，０００円となっており、「公的年金・恩給」が所得の約７割を占めています。 

　また、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の中で、「公的年金・恩給の総所得に占める割合が１００％の世帯」

は５９.９％となっており、高齢者の生活を担う公的年金の役割は高まっています。 

　国民年金に加入し、保険料を納付しなければ、年金制度の恩恵を受けることはできません。すべては国民年金に加入

し、保険料を納付することから始まります。 

 

〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
1273-6161

「安心」は国民年金に 
　　　　加入することから 
「安心」は国民年金に 
　　　　加入することから 

○長い老後の生活保障は公的年金で 

○高齢者世帯の所得の７割が公的年金・恩給 
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